
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県県北教育事務所 
令和５年５月１(月)第１号 

電話 0294-34-0774  
FAX0294-32-0006 

E-mail:hokukyo@pref.ibaraki.lg.jp 

今年度の所員紹介 
所 長        小泉 一彦 
次長兼人事課長    菊池 栄人 
管理主事       根本 秀明 
管理主事       鈴木 孝裕 
主 査        鈴木 洋一 
主 査        内山 信弘 
主 査        鈴木 裕一 
主 査        髙橋 秀治 
主 査        塩田 善久 
副主査        齋藤 愛子 
副主査        雨宮 亮二 
会計年度任用職員   海野真理子 
会計年度任用職員   青山 純子 
学校教育課長     田所 俊哉 
主任指導主事兼生徒指導班長   横山  勉 
主任社会教育主事   𠮷田  薫 
指導主事       中岫 由佳  
指導主事       斎藤   崇 
指導主事       水野 宏美 
指導主事       三代 和洋 
いじめ解消サポート相談員   根本  泰 
いじめ解消サポート相談員   湯原 深雪 
いじめ解消サポート相談員   西野 泰司 
主 査        関  辰洋 
主 査        小磯   巖 
主 査                郡司 正人 
主 査        髙橋 博之 
主 査        長岡 勝典 
主 査        坂本 善久 
主 査        和田  清典 
主 査        小泉 優子 
主 査        田﨑 嘉子 
主 査        小池 洋一 
埋蔵文化財指導員   村上 和彦 
幼稚園新規採用指導員 芳賀  道子 

各種学校訪問ではお世話になります 

 ５月１７日の学校管理訪問（所長・課長及び管理主事による訪問）を皮切り
に今年度も、生徒指導訪問、特別支援教育訪問等を実施いたします。各市教
育長様のご理解とご協力に感謝申し上げます。 
 今年度は、各学校の特別支援学級の状況や授業における児童生徒のアウト
プットの様子を中心に見せていただければと思います。 

 「未来志向の授業構成力」  県北教育事務所 所長 小泉 一彦 
 
万緑の季節となりました。各学校では、子どもたちのよく変わりたいという願い、希望に満ちた表情があふれ

ていることと思います。皆様の日々のお取組に心より感謝申し上げます。 
さて、各学校の「授業改善」の状況はいかがでしょうか。私たちは、子どもたちが生きていく「未来」を想像

し、どのような力が必要なのかを考え、日々の子どもたちの学びを見直さなくてはなりません。 
以下は「令和５年度 学校教育推進の重点」の豊かな学びの展開に係る内容です。 

〇 問いの発見と解決に重点を置く探求的な学びの推進 

試行錯誤、アウトプット、振り返りの重視 
〇 ICTの効果的な活用  デジタル教材、遠隔・オンライン、スタディ・ログ等 
〇 よりよい社会の創造に貢献する市民性の育成 
〇 個々の発達段階や教育的ニーズに応じた学びの充実 
なぜ、これらが大切なのでしょうか。先生方には、この問いへの答えをもつこと、その上で子どもたちの日々

の「学びを見直す」こと、言い換えれば先生方の「未来志向の授業構成力」をさらに向上させることをお願いい
たします。 

今年度の県北教育事務所経営方針及びグランドデザインは別添のとおりです。ご覧ください。 

 
県北教育事務所グランドデザインについて 

 北教だより「令和５年度 県北教育事務所グランドデザイン」を教育情報ネットワークに掲載しました。 

ご確認ください。 

５・６月の主な行事予定 
5.17 管内生徒指導主事研修会（中）   5.17 学校管理訪問開始 
5.18 管内生徒指導主事研修会（小）    5.24 専門医相談                 
5.24 新任管理職研修会          6. 7 リーダー養成研修講座 
6. 8 第１回管理職研修会             6.21 専門医相談 

令和５年度不祥事防止重点テーマ 

「飲酒運転・体罰事案ゼロの実現」 
４月２６日（水）に校長先生方対象のコンプライアンス研修をオンラインで実

施いたしました。グループ協議では、様々な意見が交わされており、自分の学校
から決して不祥事を出さないという強い決意が伝わってきました。 
管内では、令和２年度に「飲酒運転事案」が発生しております。「体罰事案」

はここ数年発生していないものの、「不適切な指導」、「不適切な言動」等の事
案が年々微増しており、いつ「体罰事案」が発生してもおかしくない状況にあり
ます。 
学校、市教育委員会、教育事務所が一つになって不祥事を撲滅し、子どもたち

の笑顔を守っていきましょう。 
※参照 令和４年度 One Ibaraki 飲酒運転（４号 ７号）、体罰（６号 ８号） 


